
ダイオキシン類対策特別措置法（抜粋） 

（平成11年法律第105号） 

 

（設置者による測定） 

第28条 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年１回以上で政令で

定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準

適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用

事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について

測定を行わなければならない。 

２ 廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、そ

の排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、

政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を

行わなければならない。 

３ 大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、前二項の規定により測定を

行ったときは、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告を受けた第１項

及び第２項の測定の結果を公表するものとする。 

 


